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内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針

内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針
　当社は、内部統制システムを整備し運用することが経営上重要な課題であると考え、取締役会において以下
の基本方針を決定し、当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」）の業務の適正性、有効性及び効率性を
確保し、企業価値の維持・増大につなげ、社会的信頼の獲得と機能のさらなる拡充、業績の向上に努めるもの
であります。
　本方針は、当社の全役職員（顧問、嘱託、出向者を含む）に適用されます。また、業務委託契約及び派遣契
約等に基づき、当社の事業所に常駐し、勤務する者にもそれぞれ準用されます。

1. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、持続可能な企業価値の向上を図るために、社会課
題の解決・社会的責任を重視したサステナビリティ経営に係る施策の検討・確認を行うサステナビリテ
ィ委員会、人財戦略と人的資本投資の検討・確認を行う人財開発委員会、及び内部統制やリスク管理に
係る重要事項の検討・確認を行う全社リスクマネジメント委員会を設置する。また、個別のリスク案件
に対応するために、投融資委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、適時開示委員
会、BCP委員会等を設置する。

(2)当社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとるこ
とを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する
行動指針を制定し、当社グループに周知徹底を図る。

(3)法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、コンプライアンス行
動指針に基づき、当社内及び社外（弁護士）に設置する当社グループ相談窓口の何れかに報告を行う。
当社グループは、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。

(4)内部監査部門は、業務執行部門から独立し、当社グループにおける業務の適正性及び効率性につき監査
を行う。

(5)監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査す
る。

(6)当社は、子会社それぞれに監査役を派遣する等の方法により、子会社の内部統制に資する監査を実施す
る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを
閲覧できる体制を構築する。

－ 1 －
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内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、企業活動に係るリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの
発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程
を制定し、リスクコントロールを図る。

(2)当社グループは、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備す
るとともに、再発防止策を講じる。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執
行の監督を行う。

(2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等におい
て明確にし、効率的な執行体制を整備する。また、子会社にも当社に準拠した体制を構築させる。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社は、子会社における独立性を尊重しつつ、株主権の適正な行使を旨として、取締役や監査役の派遣
等を通じて緊密な連携を図り、子会社における経営上の重要事項を報告させるとともに、内部統制に関す
る情報の伝達、共有化等が効率的に行える体制を構築する。

6. 財務報告の適正性を確保するための体制
　当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ
適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的
に評価し、必要に応じて是正を行う。

7. 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事
項
(1)取締役は、監査役の求めにより、監査役の職務を補助する従業員（監査役補助者）として、適切な人財
を配置し、設備・施設を設置するとともに予算を策定する。

(2)取締役は、監査役補助者の適切な職務の遂行のため、人事（評価、異動等）に関しては、監査役の同意
を得るものとする。

(3)監査役補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとする。

－ 2 －
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内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針

8. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ち
に、監査役会に報告する。

(2)監査役が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。ま
た、当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の
重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告する。上記重要事項には、コンプライ
アンス及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。

(3)当社のコンプライアンス担当部局は、当社グループのコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、
都度監査役に報告する。当社グループは、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通
報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。

(4)監査役への報告が、誠実に洩れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる
体制を整備する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役と会計監査人は、監査役と定期的な面談を行う。
(2)取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社の関係者（取締役、業務執行者、監査
役、内部監査部門等）との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。

(3)取締役は、監査役の職務の遂行に当たり、監査役が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携を図れる
ようにする等、監査環境の整備に努める。

(4)当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明
した場合を除き、速やかにこれを支払う。

－ 3 －



2024/05/23 15:58:17 / 23071929_三菱食品株式会社_招集通知

内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針

会議体 メンバー 議長／委員長 開催頻度

取締役会 社外取締役３名（内、女性２名）
社内取締役６名 代表取締役 原則として

毎月１回（注）

監査役会 社外監査役２名
社内監査役２名 社内常勤監査役 原則として

毎月１回（注）

指名・報酬・
ガバナンス委員会

社外取締役３名（内、女性２名）
社外監査役１名
社内取締役２名

社外取締役 案件発生都度

グループ取引管理委員会 社外取締役３名（内、女性２名）
社外監査役１名 社外取締役 案件発生都度

経営会議 社長を含む役付執行役員等 社長 毎月２回

【当社グループのコーポレート・ガバナンス体制】

株　　主　　総　　会選任・解任

選任・解任

連携

連携

連携

監査役・監査役会 取締役会
（取締役9名）

選任・解任

諮問・答申

監査報告

報告

監査・
報告

監査報告

本社・各支社 子会社・関連会社

経営会議

モニタリング

グループ取引管理委員会

指名・報酬・ガバナンス委員会

凡例
男性 女性
印は議長/委員長

監
査 経

営
監
督

諮問・
答申

社内
（2名）社内

（6名）

社外
（4名）

社外
（3名）

社内
（2名）

社外
（2名）

社外
（4名）会

計
監
査

会
計
監
査
人

監査部 相
互
連
携

社　長

統
制
監
督

＜業務執行組織＞

＜業務執行体制＞

内
部
監
査

助
言
・
指
導

顧
問
弁
護
士
等

投 融 資 委 員 会

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

適 時 開 示 委 員 会

B C P 委 員 会 　 等

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会

人 財 開 発 委 員 会

全社リスクマネジメント委員会

（注）必要に応じて随時、臨時取締役会又は臨時監査役会を開催しております。

－ 4 －
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内部統制システム（業務の適正確保体制）の運用状況の概要
　当社は、内部統制システムの基本方針に基づき、体制の整備とその適切な運用に努めており、運用状況につ
いては、取締役会に報告しております。
　当事業年度における、内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。

1. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)内部統制システムを支える各委員会は、定期的に開催の上、その活動内容等を経営会議に報告してお
り、重要事項については都度取締役会に報告されております。

(2)当社グループにおけるコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンスに係る規程を整備すると
ともに、セミナーやｅラーニング実施により、取締役及び従業員へのコンプライアンス意識の浸透、定
着を図っております。

(3)当社は、企業理念である｢三綱領｣の考えのもと、持続可能な社会を支える企業として、社会課題の解
決・社会的責任を重視したサステナビリティ経営を行うべく、｢サステナビリティ方針｣を制定しており
ます。
また、当社として「サステナビリティ重点課題と2030年目標」を設定しております。

(4)内部監査部門は、内部監査の実施状況について、定期的に取締役会に報告しております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録等、取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程により、各組織で適切に保存・
管理しており、必要に応じて取締役及び監査役が当該書類等を閲覧できる体制を整えております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループが対面するリスクを定期的に把握、識別、評価、コントロール、及びモニタリングする全
社リスクマネジメントプロセスを構築し、社内規程を整備の上、運用しております。特に、投融資等に関
する経営会議の諮問機関である「投融資委員会」は、リスク管理上重要な案件について事前審議及び整理
を行い、経営会議に意見具申しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会規則に基づき取締役会を毎月１回開催するほか、
必要に応じて臨時開催し、経営上の重要事項の決定や業務執行の監督を行っております。取締役会決議事
項を除く業務執行は、意思決定の迅速化の観点から、取締役会が定める業務分担に従い最高経営責任者で
ある社長を含め執行役員に委ねており、重要な業務執行は経営会議にて審議・決定の上、取締役会に報告
しております。

－ 5 －
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5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　子会社の独立性を尊重しつつ、子会社から当社への報告体制を整備し、グループの統一した考え方に基
づく管理・運用を通じて、連結経営管理を強化することにより、子会社の効率的な業務執行体制を整備し
ております。

6. 財務報告の適正性を確保するための体制
(1)当社は、金融商品取引法に基づく内部統制が組織内の業務に組み込まれて遂行される体制の整備を図っ
ており、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を確認する委員会を年３回開催しております。

(2)本社・支社・連結子会社の責任者は内部統制が有効に機能していることを確認の上、当社社長に対し宣
言しており、内部監査部門は会計監査人とも連携し、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及
び運用状況につき評価を行い社長及びCFOに報告するとともに、内部統制システムの実効性を確認して
おります。

7. 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事
項
　監査役補助者の評価、及び異動等の決定については、事前に監査役の同意を得た上で決定しており、当
該補助者は、業務執行から独立し監査役の業務を補助しております。

8. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実、法令に違反する行為等が発生した場合
に監査役に報告する体制を整えており、また、経営上の重要事項は、経営会議等を通じて報告されてお
ります。

(2)コンプライアンス相談窓口に報告された事項の内、重要な案件については全て監査役に報告されており
ます。

(3)コンプライアンス相談窓口に報告された事項について、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを
行うことを禁止する旨、コンプライアンス行動指針に規定し、周知しております。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査役が社内の重要課題等を把握し、必要に応じて意見を述べることができるよう、経営会
議や内部統制システムを支える各委員会等への出席機会を提供しております。

(2)社長等、会計監査人及び内部監査部門は監査役と定期的な面談、打合せを行い、監査の実効性を高めて
おります。

　各体制におけるその他の項目も、適切に運用しております。

－ 6 －
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2023年４月１日残高 10,630 10,117 153,792 △339 174,201
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △6,312 △6,312
親会社株主に帰属する
当期純利益 22,582 22,582

自己株式の取得及び処分 △1 △1
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 16,270 △1 16,268
2024年３月31日残高 10,630 10,117 170,062 △340 190,469

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2023年４月１日残高 7,923 △6 100 376 8,393 22 182,617
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △6,312
親会社株主に帰属する
当期純利益 22,582

自己株式の取得及び処分 △1
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 4,108 135 75 652 4,972 11 4,983

連結会計年度中の変動額合計 4,108 135 75 652 4,972 11 21,252
2024年３月31日残高 12,031 129 176 1,029 13,366 33 203,869

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

－ 7 －
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連　結　注　記　表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の数……………………………13社

主要な会社名：㈱ケー・シー・エス、㈱ファインライフ、㈱エム・シー・フーズ、
㈱リョーショクペットケア、㈱クロコ

当連結会計年度において、エル・プラットフォーム㈱を新規設立したことにより連結の範囲に含めて
おります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数………………………2社

会社名：捷盟行銷股份有限公司、RETAIL SUPPORT(THAILAND)CO.,LTD.
② 持分法を適用していない関連会社の名称

会社名：㈱ジャパン・インフォレックス、㈱アスク
持分法非適用関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から
みて持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が
ないため、持分法の適用範囲から除外しております。

⑶ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの ………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 ……………………移動平均法による原価法を採用しております。
ロ. デリバティブ

時価法によっております。
なお、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約取引については「⑤重要なヘッジ会計の方法」のとおり
ヘッジ会計を適用しております。

ハ. 棚卸資産
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物 ………………定額法
その他の有形固定資産………………………定率法

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５～10年）に基づく定額
法を採用しております。

ハ. リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込額を計上しております。

ニ. 役員株式給付引当金
役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付にあてるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行
役員（社外取締役、非常勤取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く）に割り当てられたポイン
トに応じた株式の支給見込額を計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社において、役員退職慰労金の支給にあてるため、内規に基づく期末退職慰労金要
支給額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主として、加工食品、低温食品、酒類及び菓子の販売を行っております。これらの
商品販売については、顧客が当該商品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足さ
れると判断しており、具体的には、顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。また、収益
は顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート、返品及び事務費の一部等を控除し
た金額で認識しております。なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に
受領しており、重大な金融要素を含んでおりません。
履行義務の識別に際し、当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行っ
ているかの判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる責任の有無、
在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しております。当社グループ
が代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控
除した純額で収益を認識しております。なお、この代理人としての取引は全セグメントに含まれてお
ります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 87,952百万円

RETAIL SUPPORT(THAILAND)CO.,LTD. 449百万円

⑤ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　為替予約
ヘッジ対象　　　　外貨建仕入債務及び外貨建予定仕入取引

ハ. ヘッジ方針
為替予約取引に関する規程に基づき通常の仕入取引の範囲内で、将来の為替レートの変動リスクを
回避する目的で為替予約取引を行っております。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致し、継続して為替変動の相関関係が確保されていると
見込まれるため有効性の判定は省略しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあ
たり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお
けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑷ のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（計上後20年以内）で均等償却して
おります。
なお、重要性のないものについては、発生時に全額償却しております。

２. 連結貸借対照表に関する注記

⑵ 偶発債務
下記の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普 通 株 式 （ 株 ） 43,537,200 － － 43,537,200

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普 通 株 式 （ 株 ） 99,388 387 － 99,775

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月26日
定時株主総会 普通株式 2,829 65 2023年３月31日 2023年６月27日

2023年11月１日
取締役会 普通株式 3,482 80 2023年９月30日 2023年12月４日

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数に関する事項

⑵ 自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式（当連結会計年度
期首98,900株、当連結会計年度末98,900株）が含まれております。

(変動理由の概要)
増加は、単元未満株式の買取請求による取得（387株）であります。

⑶ 配当に関する事項
① 配当金支払額

（注）１．2023年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する
当社株式に対する配当金6百万円が含まれております。

２．2023年11月１日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社
株式に対する配当金7百万円が含まれております。
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イ. 配当金の総額 3,482百万円
ロ. １株当たり配当額 80円
ハ. 基準日 2024年３月31日
ニ. 効力発生日 2024年６月25日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期になるもの
2024年６月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（注）2024年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社

株式に対する配当金7百万円が含まれております。

４. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。なお、短期貸付金
は、主として三菱商事㈱子会社との貸付運用によるものであり、預金と同様の性質を有するものであ
ります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
短期貸付金については、前述のとおりであります。
営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建て
のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしてお
ります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスクの管理

営業債権については、当社は信用リスク管理規程に従い、リスク低減を図っております。連結子会
社についても、当社の信用リスク管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

ロ. 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握するととも
に、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券

その他有価証券 29,461 29,461 －

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 29,461 － － 29,461

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額4,489百万円）は、「その他有価証券」
には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、短期貸付金、未
収入金、買掛金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略し
ております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルの内、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。
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⑴ １株当たり純資産額 4,692円64銭
⑵ １株当たり当期純利益 519円89銭

（単位：百万円）

報告セグメント 連結損益
計算書
計上額加工食品

事業
低温食品

事業 酒類事業 菓子事業 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 674,365 613,753 495,039 293,223 2,076,381 2,076,381

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 674,365 613,753 495,039 293,223 2,076,381 2,076,381

５. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり情報の算定において、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式を自己株式として処理し
ていることから、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。当該信託口が
保有する当社株式の期末株式数は98,900株、期中平均株式数は98,900株であります。

６. 収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）当連結会計年度の期首より、業績管理区分の一部見直しに伴い、従来「その他」に区分していた物流
事業等について、「加工食品事業」、「低温食品事業」、「酒類事業」、「菓子事業」に含めて記載
する方法に変更しております。

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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７. 追加情報に関する注記
（取締役等に対する業績連動型株式報酬制度)
　当社は、2022年６月27日開催の定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員（社外取締
役、非常勤取締役、受入出向者及び国内非居住者を除き、以下「取締役等」という。）を対象に、当社の
中長期的な企業価値向上への貢献意識を高め、株主をはじめとしたあらゆるステークホルダーの皆様との
意識・利害を共有することを目的として、業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入
しております。

　本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日)に準じております。

(1)取引の概要
　役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用し、原則として、当社が掲げ
る中期経営計画に対応する事業年度を対象期間として、職位及び業績目標の達成度等に応じて、当社株式
及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付又は給付します。

(2)信託に残存する自社の株式
　役員報酬ＢＩＰ信託に残存する当社株式を、当該信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に
より、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会
計年度末337百万円、98,900株、当連結会計年度末337百万円、98,900株であります。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本
剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
圧縮記帳
積立金

特定株式　
取得積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2023年４月１日残高 10,630 10,400 628 1,519 － 129,500 18,604 △339 170,943
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △6,312 △6,312
当期純利益 23,130 23,130
圧縮記帳積立金の取崩 △45 45 －
特定株式取得積立金の積立 124 △124 －
別途積立金の積立 10,000 △10,000 －
自己株式の取得及び処分 △1 △1
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 － － － △45 124 10,000 6,738 △1 16,815
2024年３月31日残高 10,630 10,400 628 1,473 124 139,500 25,342 △340 187,759

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
2023年４月１日残高 7,779 0 7,780 178,723
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △6,312
当期純利益 23,130
圧縮記帳積立金の取崩 －
特定株式取得積立金の積立 －
別途積立金の積立 －
自己株式の取得及び処分 △1
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 4,109 0 4,109 4,109

事業年度中の変動額合計 4,109 0 4,109 20,925
2024年３月31日残高 11,888 0 11,889 199,648
(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表

個　別　注　記　表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法を採用しております。
⑵ デリバティブの評価基準及び評価方法
　　時価法によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約取引については「⑺重要なヘッジ会計の方法」のとおりヘッ
ジ会計を適用しております。

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用

しております。
⑷ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物 …定額法
その他の有形固定資産…………定率法

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、のれんについては20年以内の期間で均等償却することとしており、自社利用のソフトウエアに
ついては、社内における利用可能期間（５～10年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方式に準じて処理を行っております。

④ 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

⑸ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出にあてるため、賞与支給見込額を計上しております。
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個別注記表

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。

⑤ 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を
計上しております。

⑥ 役員株式給付引当金
役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付にあてるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役
員（社外取締役、非常勤取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く）に割り当てられたポイントに
応じた株式の支給見込額を計上しております。

⑹ 収益及び費用の計上基準
当社は、主として、加工食品、低温食品、酒類及び菓子の販売を行っております。これらの商品販売に
ついては、顧客が当該商品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し
ており、具体的には、顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約
において約束された対価から、値引き、リベート、返品及び事務費の一部等を控除した金額で認識して
おります。なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大
な金融要素を含んでおりません。
履行義務の識別に際し、当社が当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの
判定にあたっては、顧客に対する商品又はサービスの提供についての主たる責任の有無、在庫リスクの
負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮しております。当社が代理人として取引を行
っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識し
ております。なお、この代理人としての取引は全セグメントに含まれております。

⑺ 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　為替予約
ヘッジ対象　　　　外貨建仕入債務及び外貨建予定仕入取引

③ ヘッジ方針
当社において、為替予約取引に関する規程に基づき通常の仕入取引の範囲内で、将来の為替レートの
変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致し、継続して為替変動の相関関係が確保されていると見
込まれるため有効性の判定は省略しております。
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短期金銭債権 21,338百万円
長期金銭債権 1,330百万円

短期金銭債務 52,126百万円
⑶ 有形固定資産の減価償却累計額 81,233百万円

RETAIL SUPPORT(THAILAND)CO.,LTD. 449百万円

㈱クロコ 12百万円

キャリテック㈱ 168百万円

営業取引による取引高
売上高 38,690百万円
仕入高
販売費及び一般管理費

247,647百万円
8,896百万円

営業取引以外の取引高 3,808百万円

普通株式 99,775株

２. 貸借対照表に関する注記
⑴ 関係会社に対する金銭債権

　⑵ 関係会社に対する金銭債務

⑷ 偶発債務
① 下記の金融機関等からの借入に対し、保証を行っております。

② 下記の仕入債務に対し、保証を行っております。

③ 下記の未経過リース料に対し、保証を行っております。

３. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

(注)上記自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式（98,900株）
を含めております。

－ 19 －



2024/05/23 15:58:17 / 23071929_三菱食品株式会社_招集通知

個別注記表

未払事業税 366百万円
賞与引当金 947百万円
貸倒引当金 107百万円
退職給付引当金 3,340百万円
関係会社株式評価損 670百万円
減損損失 1,628百万円
資産除去債務 3,043百万円
その他 715百万円
繰延税金資産　小計 10,820百万円
評価性引当額 △1,944百万円
繰延税金資産　合計 8,875百万円

固定資産圧縮記帳積立金 676百万円
その他有価証券評価差額金 5,129百万円
土地評価益 232百万円
前払年金費用 793百万円
資産除去債務 1,655百万円
その他 170百万円
繰延税金負債　合計 8,658百万円
繰延税金資産の純額 217百万円

法定実効税率 30.6％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.4％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％
住民税均等割 0.4％
繰延税金資産に対する評価性引当額 △0.7％
その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％

５. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

⑵ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
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属性 会社等の
名称

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容

議決権等の
被所有割合

(％)
関連当事者との関係 取引の

内容
取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

親会社 三菱商事㈱ 204,446 総合商社 直接
50.1

当社の仕入先
役員の兼任等

商品の仕入
(注) 238,039 買掛金 44,337

属性 会社等の
名称

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容

議決権等の
所有割合

(％)
関連当事者との関係 取引の

内容
取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱エム・シ
ー・フーズ 301 輸入食品・食品

原料の卸売業
直接
100.0 資金の貸付先等

資金の貸付
(注) 1,895

短期貸付金 11,938
受取利息

(注) 44

６. リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、物流設備等の一部については、所有権移転外ファイナ
ンス・リース契約により使用しております。

７. 関連当事者との取引に関する注記
⑴ 親会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 商品の仕入について、価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上決定しておりま

す。

⑵ 子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利息を合理的に決定しており、取引金額について

は資金の貸付残高の純増減額を記載しております。
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属性 会社等の
名称

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容

議決権等の
所有割合

(％)
関連当事者との関係 取引の

内容
取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

親会社の
子会社

三菱商事フ
ィナンシャ
ルサービス
㈱

2,680 業務受託会社 － 当社の資金貸付先
資金の貸付

(注１) 40,433
短期貸付金 111,466受取利息

(注１) 9

親会社の
子会社 ㈱ローソン 58,506 コンビニエン

スストア事業 － 当社の販売先 商品の販売等
(注２) 325,030 売掛金

未払金
74,654
12,023

親会社の
子会社 ㈱ＳＣＩ 10 コンビニエン

スストア事業 － 当社の仕入先 商品の仕入
(注２) 332,305 買掛金 33,778

⑴ １株当たり純資産額 4,596円24銭
⑵ １株当たり当期純利益 532円49銭

⑶ 兄弟会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利息を合理的に決定しており、取引金額につい

ては資金の貸付残高の純増減額を記載しております。
(注２) 商品の販売及び仕入等について、価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上決

定しております。

８. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「６．収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり情報の算定において、役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式を自己株式として処理して
いることから、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。当該信託口が保有
する当社株式の期末株式数は98,900株、期中平均株式数は98,900株であります。

10. 連結配当規制適用会社に関する注記
当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となります。

11. 追加情報に関する注記
（取締役等に対する業績連動型株式報酬制度）
取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結注記表「７．追加情報
に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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